
令和７年第１２回南島原市教育委員会定例会 

 

日時 令和７年１２月１８日（木）午後２時     

場所 南有馬庁舎 ２階会議室１      

 

 

 

議事日程 

 

第１ 開会 

 

第２ 前回会議録の承認 

 

第３ 会議録署名人の指名 

 

第４ 教育長・各課報告 

 

第５ 議案審議 

   議案第 24 号 南島原市学校給食会原油価格・物価高騰対策費補助金交付要綱の全部 

を改正する告示について 

 

第６ その他 

（１）準要保護児童生徒就学援助の認定について 

（２）次回教育委員会定例会の開催について 

（３）その他 

 

第７ 閉会 



○令和７年１１月の諸会議並びに諸行事

日( 木 )

日( 金 )

日( 日 )

日( 月 )

日( 土 )

日( 日 )

○令和７年１２月の諸会議並びに諸行事

日( 月 )

日( 火 )

日( 土 )

日( 火 )

日( 日 )

日( 月 )

日( 水 )

14:00 V・ファーレン長崎パブリックビューイング  （コレジヨ）

（コレジヨ）

9:00 令和７年度南島原市民生委員・児童委員委嘱状伝達式並びに感謝状等

2 10:00

13:30 島原半島コーラス交歓会（口之津公民館）

9 13:00 南島原市教頭会第７回研修会（コレジヨ）

1

贈呈式（コレジヨ）

14 8:40 口加駅伝競走大会（加津佐グラウンド）

20 14:00

令和７年度 第４回市議会定例会　開会（有家庁舎）～１２月１９日

令和７年第１１回南島原市教育委員会定例会（南有馬庁舎）

17 9:30

令和７年　第１２回南島原市教育委員会定例会　教育長報告

19:30 スポーツ協会理事会（南有馬庁舎）

21 13:00 学校訪問（口之津小学校）

部局長会議（西有家庁舎）

10:30 南島原市表彰審査会（西有家庁舎）

15 16:45 市長表敬訪問　中学生バレーボール選抜（西有家庁舎）

30 14:00 ながさきピース文化祭２００５「閉会式」（長崎市）

23 11:30 第４０回西有家町総合文化祭（カムス）

24 13:00 第３回南島原市社会福祉大会（コレジヨ）

29 13:00 「大航海時代と長崎、島原半島～世界史の中で考える～」シンポジウム

6 9:00 ２０２５年長崎県南島原市育樹（南島原イオンの里山）



○教育総務課

12月10日 令和７年第４回定例会 文教厚生委員会

○学校教育課

11月21日 口之津小学校 学校訪問（口之津小学校）

11月25日 南島原市学校運営協議会準備検討委員会（有馬小学校）

11月27日 第２回学校警察連絡協議会（コレジヨ）

11月28日 令和の長崎スクール第２回専門部会（教育センター）

12月2日 教職員研修「つなぐ」授業改善講座Ⅳ（西有家中）

10月7日 南島原市校長会第５回研修会（コレジヨ）

12月4日 第４回野田小学校閉校準備協議会（野田小学校）

12月5日 南島原市校長会第７回研修会（コレジヨ）

12月6日 口加ライオンズクラブ少年の主張弁論大会（加津佐青年・婦人会館）

12月9日 南島原市教頭会第７回研修会（コレジヨ）

12月13日 長崎県イングリッシュ・スピーチコンテスト（長崎大学）

12月15日 第２回南島原市学校給食献立委員会（給食センター）

○生涯学習課

11月20日 南島原市スポーツ協会第２回理事会（南有馬庁舎）

11月22日 長崎県ＰＴＡ研究大会（諫早市）

11月23日 ＡＩＲ事業成果展ギャラリートーク（アートビレッジ・シラキノ）

11月24日 南島原ｋｉｄｓスポーツ体験教室（有家総合運動公園）

北有馬地区通学合宿（ピロティー文化センター日野江）～29日

11月26日 布津地区通学合宿（布津公民館）～29日

11月29日 Ｖ・ファーレン長崎最終戦パブリック・ビューイング（コレジヨホール）

ＡＩＲ事業ワークショップ（アートビレッジ・シラキノ）

読書サポーター養成講座（コレジヨホール）

くちのつ子どもまつり（口之津公民館）

11月30日 ながさきピース文化祭２０２５閉会式（ベネックス長崎ブリックホール）

12月4日 人権教育講演会（市内７中学校）～12日

12月7日 第１回口之津地区モルック大会（口之津体育館）

12月13日 南島原市恐竜展・ギャラリートーク（アートビレッジ・シラキノ）～28日

親子体験型家庭教育学級「お菓子作り」（北有馬保健センター・カムス）

12月14日 深江あるき ウィンタースタイル（深江駅）

口加駅伝競走大会（加津佐グラウンド周辺）

12月16日 地域クラブサポートセンター第３回理事会（南有馬庁舎）

令和７年　第１２回南島原市教育委員会定例会　各課報告



令和７年　第１２回南島原市教育委員会定例会　各課報告

○文化財課

11月23日 口之津歴史民俗資料館５周年記念小企画展閉会（口之津歴史民俗資料館）

名護屋城お城フェス（～24日　佐賀県）

11月26日 第１回世界遺産市町担当者会議（オンライン）

11月28日 世界遺産サミット（～12月1日　富山県　南砺市）

11月29日 「いい遺産プロジェクト」世界遺産市民協働会議 清掃活動（原城跡）

島原半島観光連盟シンポジウム（共催事業　有家コレジヨ）

12月2日 世界遺産センターデジタルコンテンツ等作成業務プロポーザル審査委員会

（南有馬庁舎）



議案第２４号 

 

 

南島原市学校給食会原油価格・物価高騰対策費補助金交付要綱の全部を 

改正する告示について 

 

提案理由 

 

南島原市学校給食会原油価格・物価高騰対策費補助金の制度を充実し、物価高

騰の影響を受けている子育て世代への経済的負担の軽減を図るため、所要の改

正を行うもの。 

 

令和７年１２月１８日提出 

 

南島原市教育委員会 

教育長 松本 弘明 



南島原市学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金交付要綱 

南島原市学校給食会原油価格・物価高騰対策費補助金交付要綱（令和６年南島原

市告示第59号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 市は、学校給食法（昭和29年法律第160号）第11条第２項の規定により保護

者が負担する学校給食に要する経費（以下「学校給食費」という。）について、

保護者の負担軽減を図るため、原油価格・物価高騰の影響による学校給食費の値

上げ相当分（以下「値上げ相当費」という。）並びに保護者が一定期間負担する

学校給食費相当分及び学校給食の代替として弁当対応をする保護者負担相当分

（以下これらを「負担相当費」という。）に対し、予算の定めるところにより、

南島原市学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金（以下「補助金」という。）

を交付するものとし、その交付については、南島原市補助金等交付規則（平成18

年南島原市規則第35号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示

の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲

げる者とする。 

(１) 南島原市学校給食会 

(２) 南島原市立学校に在籍する児童又は生徒で、食物アレルギー等の理由によ

り学校給食を喫食していない者又は学校給食の停止の手続を行っている者の保

護者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、補助対象者が国又は地方公共団体等の制度により、

学校給食費に対する補助又は免除を受けているときは、補助金の交付を受けるこ

とができない。 

（補助対象経費等） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助対象者、

補助金の額及び補助の期間は、次の表に定めるとおりとする。 
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補助対象経費 補助対象者 補助金の額 補助の期間 

値上げ相当費 前条第１項第１

号に規定する者 

令和６年度に保護者が負担した

学校給食費からの値上げ相当額

を上限に、予算の範囲内で市長

が定める額 

令和７年４月１日

から令和８年３月

31日まで 

負担相当費 前条第１項第１

号に規定する者 

令和７年度に保護者が負担する

学校給食費を上限に予算の範囲

内で市長が定める額 

小学生 上限4,500円/月 

中学生 上限5,200円/月 

令和７年12月１日

から令和８年２月

28日まで 

前条第１項第２

号又は同項第３

号に規定する者 

小学生 4,500円/月 

中学生 5,200円/月 

（申請書に添付すべき書類等） 

第４条 規則第４条の規定による申請書に添付すべき書類は、次の表に定めるとお

りとする。 

補助対象者 申請書に添付すべき書類 

第２条第１項第１号に規

定する者 

(１) 学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金

事業計画書（様式第１号） 

(２) 学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金

収支予算書（様式第２号） 

第２条第１項第２号又は

同項第３号に規定する者 

(１)  承諾書（様式第３号） 

２ 規則第４条の市長が定める申請書を提出することができる時期は、別に定める。 

（実績報告） 

第５条 規則第13条の別に定める実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとし、

その提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定
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があった会計年度の翌年度の４月30日のいずれか早い日とする。ただし、第２条

第１項第２号及び第３号に規定する補助対象者については、これを省略すること

ができる。 

(１) 学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金収支精算書（様式第２号） 

(２) その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年12月18日から施行する。 

（この告示の失効） 

２ この告示は、令和８年５月31日限り、その効力を失う。 
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様式第１号（第４条関係） 

年度 学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金事業計画書 

事

業

目

的

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

事業の概要 

団体名  

代表者名  

実施期間  

事業概要詳細： 
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様式第２号（第４条、第５条関係） 

 

年度 学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金収支予算書（精算書） 

  団体名 

収入  単位：円  

費目 
予算額 

（決算額） 
説明 

      

      

      

      

      

合計     

 

支出 
  

単位：円 

費目 
予算額 

（決算額） 
説明 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

合計     
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様式第３号（第４条関係） 

承諾書（   年度南島原市学校給食会等原油価格・物価高騰対策費補助金） 

 

年  月  日 

 

南島原市長  様 

 

保護者氏名（自署）            

住 所             

電 話 番 号             

 

 私（保護者）は、下記の該当児童生徒にかかる南島原市学校給食会等原油価

格・物価高騰対策費補助金（以下「補助金」という。）に関し、補助金の額を決

定するため、補助の対象となる経費について、学校給食費を担当する自治体並びに

事業所、及び学校に南島原市が照会することを承諾します。 

 なお、補助金の交付については、下記の口座への振り込みを希望します。 

 

記 
 

対象児童生徒名 １人目 

 

２人目 

学校名  

 

 

学年及び組  

 

 

対象に☑をつけること 

 

□南島原市内の学校で弁当対応   

□その他 ※具体的に記入してください。 

（                    ） 

 

【振込口座】 ※保護者名義 

金融機関 
銀行・組合 

金庫・   

本店・支店  

支所・出張所 

口座種別 普通 ・ 当座 
口座番号 

（記号番号） 
 

フリガナ  

口座名義人 

 

 

 
※ゆうちょ銀行の場合は、通帳又はキャッシュカードの写しを添付してください。 
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